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新潟県中越沖地震時の避難所の様子 

避難所運営委員会の設立について 

避難所に派遣される職員は、災害対策本部の指示を受け

て様々な対応を行いますが、東日本大震災のように災害の

規模が大きければ大きいほど、職員の到着の遅れや被災な

どにより、現実問題として、職員だけでの避難所の開設や

運営が困難となります。 

突如として発生する災害に対し、避難所を開設し、まず

は発災直後から３日間の混乱期においては、住民自らが、

生き残るための最低限のことを、自分たちで最優先に行っ

ていく必要があります。 

避難所運営委員会の設立の様子(幸町第一中学校区) 

 

 

千葉市防災対策課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

○ いざという時に、スムーズに避難所を開設・運営できます！ 

○ 避難所運営委員会を通じて、お互いの顔が分かることで、地域のキズナが深まります！ 
 

平成２４年７月１９日、幸町第一中学校区で５つの 

避難所運営委員会が設立されました。 

避難所運営委員会があるとこんなメリットが！ 

避難所運営委員会って何をするの？ 

【平常時】 

○避難所運営の準備を行います。 

①避難所運営における役割分担について 

  総務班・・・情報、連絡調整 など 

  施設班・・・施設管理、施設維持、居住区の確保 など 

  救護班・・・応急救護所開設、傷病者対応 など 

  食料班・・・食料・飲料水の確保 など 

  物資班・・・救援・調達物資の手配、受入 など 

②施設の使用範囲、使用方法について 

  避難所として使用する場所、使用方法等を決めます。 

③避難所生活のルールについて 

 ・ペットの取り扱い  ・飲酒の扱い    

 ・喫煙場所  ・車の利用  ・家具の持ち込み など 

④避難所開設、運営の訓練 など 

【災害時】 

○避難所の開設と運営を行います。 

①地域の被害状況の把握と安否確認 

②作成した避難所運営マニュアルによる避難所の開設と運営 
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避難所レイアウトイメージ（参考） 
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【校舎】

A町内自治会
 代表者（組長）
　　30人程度

Ａ町内自治会
 代表者（組長）
　　30人程度

Ｂ町内自治会
 代表者（組長）
　　30人程度

Ｃ町内自治会
 代表者（組長）
　　30人程度

Ｄ帰宅困難者
代表者（組長）

　　　30人程度

Ｅ帰宅困難者
代表者（組長）

　　30人程度
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【校庭等のオープンスペース】

避難所の安全確認が終了するまで、避難者を一旦オープンス

ペースに集めます。（雨天時等は屋根のある場所へ）

避難者代表 避難者の意見を集約し、避難所運営に反映する →

食糧班

物資班

→

→

食糧・飲料水の配給（在宅避難者対応含む）

組（避難者）

組（避難者）

必要物資の管理、必要数の把握、保管 物資管理班

物資の配給（在宅避難者対応含む） 物資供給班

給食給水班

救護班

負傷者の応急手当・看護 救護班

衛生管理班

要配慮者の支援 要配慮者支援班

食糧・飲料水の管理、必要量の把握、保管 食糧管理班

副委員長
避難者の健康管理

→
健康管理班

避難所の衛生管理、防疫

施設管理者

施設改善班

委員長
トイレの確保、汚物処理 トイレ対策班

避難所内の整理整頓、清掃、ごみ処理 廃棄物対策班

施設班

避難所使用スペースの決定、施設維持 施設維持班

入浴設備、その他施設修理、改善
→

避難所運営委員会　活動班（例）

市・区災害対
策本部

総務班

運営事務局、各班の調整、ボランティア対応 総務班

避難者受付、名簿作成、安否情報の集約
→

名簿班

避難所内での避難者への情報提供 情報班

市担当職員 避難所内の防犯対策・秩序維持 安全管理班

避難生活初期
避難生活が

中長期化した場合
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避難所運営ゲーム（HUG）訓練の様子(山王中学校区) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営委員会はどうやって作るの？ 

(２)避難所運営委員会設立準備会議を開催します。 

  →まず、避難所ごとなどに関係者が集まって、準備会議を行います。 

 【関係者】 

  ①町内自治会連絡協議会・町内自治会・自主防災会の代表者 

  ②施設管理者（学校長又は代理者） 

  ③ボランティア団体等の代表者（任意） 

  ④市職員（防災対策課・区地域振興課） 

(３)規約等を作成します。 

 【討議事項】 

  ①運営委員会を構成する者・団体、委員等を決める。 

  ②運営委員会の組織・活動班を決める。 

（委員長、副委員長、総務班、施設班 など） 

  ③避難所の基礎データを確認する。 

  ④運営委員会規約を作成する。（業務の役割分担 など） 

→この段階ですべてが決定している必要はなく、運営委員会を設立 

し、その中で検討を深めていくことが重要となります。 

(４)避難所運営委員会を設立します。 

  →準備会議の結果をもとに、運営委員会を設立します。 
  

(５)避難所開設・運営マニュアルを作成します。 

  →避難所開設・運営のルールづくりは市の作成例 

   を参考にして、自分たちの避難所に合わせ、少 

しずつ追加・修正などを行っていきます。 

  

 

(６)訓練を実施します。 

→作成した開設・運営マニュアルに沿って、実際 

に避難所開設・運営訓練を行います。 
   

＜ワンポイント＞ 

避難所：一時的宿泊が可能施設 

         （学校の体育館など） 

避難場所：火災などから身の安全を 

守るオープンスペース 

（学校の校庭など） 

(１)避難所を運営する担当自治会等を決めます。 

     →区の地域振興課が提案した区割り案をもとに、個々の避難所の 

担当自治会等を決定します。 
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○○○学校避難所運営委員会設立準備会議 メンバー表 

※書式等は適宜変更して作成してください。 

１ 町内自治会連絡協議会・町内自治会・自主防災会の代表者 

町内自治会・自主防災会名 会長名 TEL/FAX/E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設管理者（学校長又は代理者） 

施設・学校名 氏 名 TEL/FAX/E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ボランティア団体等の代表者 

 団 体 名 氏 名 TEL/FAX/E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市職員（防災対策課・区地域振興課） 

所 属 名 氏 名 TEL/FAX/E-mail 
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○○○学校避難所運営委員会 委員名簿（例） 

※委員構成や書式は適宜変更して作成してください。 

女性や、災害時要配慮者（高齢者、障害者、外国人等）の方等も加えるようにします。 

委員長や委員、活動班長や副班長など、避難所運営には、女性が３割以上参加するようにしましょう。 

役 職 氏  名 
地域の役職 

（町内自治会名等） 
住所 TEL/FAX/E-mail 

委員長 
○○ ○○  ○○自治会会長 ○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○ 

*************** 

副委員長 ○○ ○○  ○○自主防災会会長   

副委員長 
○○ ○○  ○○自治会会長   

委 員 

（幹事） 

○○ ○○  ○○自治会    

委員 

（幹事） 

○○ ○○  ○○自治会   

委員 

（幹事） 

○○ ○○  ○○自主防災会   

委員 

（幹事） 

○○ ○○  

 

   

委員 

（幹事） 

○○ ○○ 

  

   

委員 
○○ ○○ 

 

PTA代表   

委員 
 

 

（障害のある方または 

その関係者の方等） 

  

委員 

（施設管理者） 

 

 

○○学校   

委員 

（施設管理者） 

 

 

○○学校   

委員 

（市担当職員） 

 

 

   

委員 

（市担当職員） 

 

 

   

委員 

（市担当職員） 

 

 

   

委員 

（市担当職員） 
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○○○学校避難所運営委員会 活動班名簿（例） 

※班構成や書式等は適宜修正して作成してください。 

１ 本部                           

役  割 氏  名 所属又は住所 連絡先 担当・備考 

委員長 
 

  
 

  

副委員長 
        

    

施設管理者 

（学校関係者） 

        

        

市担当職員 

        

 
      

  
   

    
２ 各班員名簿（◎：班長、○：副班長） 

 
氏  名 所属 又は 住所 連絡先 担当・備考 

総務班 

◎         

○         

          

施設班 

◎         

○         

          

救護班 

◎         

○         

          

食糧班 

◎         

○         

          

物資班 

◎         

○         
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○○○学校避難所の基礎データ（例）  

※書式等は適宜変更して作成してください。 

１ 所在地・電話番号等 

２ 関係町内自治会・自主防災会 

 ・                     ・                   

 ・                     ・                   

 ・                     ・                   

３ 地域人口 

           人 

４ 地域世帯数 

          世帯 

５ 鍵保管者一覧表 

氏  名 所属・住所等 連絡先（電話・FAX・E-mail） 鍵の対象場所 

    

    

    

 

６ 関係機関等緊急連絡先一覧表 

関係機関等 所在地 連絡先（電話・FAX・E-mail） 無線 

【    区役所】  

  区災害対策本部 

   

【    区保健福祉ｾﾝﾀｰ】 

    区保健医療班 

   

（     ）消防署 

（     ）出張所 

   

（     ）警察署 

（     ）交番 

   

ガス事業者    

電気事業者    

水道事業者    

電話事業者 
 （故障：局番なしの１１３） 

 

 

災害伝言ダイヤル  局番なしの１７１  

動物救護 

  

   

 

 

   

所在地         E-mail  

電話番号  地域防災無線番号  

ＦＡＸ番号    
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７ 防災資機材等 

（１）○○学校保有物資・防災資機材 

  

No. 物資・資機材名称 内      訳 保管場所等 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

（２）周辺拠点施設保有物資・防災資機材 

 

No. 物資・資機材名称 内      訳 保管場所等 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

８ 地域の資格者等一覧表 

資格・役職等 団体名・個人名 所在地 連絡先 

民生委員・児童委員 

（     地区） 

   

通訳（手話）    

通訳（英語）    

通訳（    ）    

助産師    

看護師    

アマチュア無線技士    
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○○○学校避難所運営委員会規約（例） 

 

（趣旨） 

第１条 大規模な災害の発生に備え、自助･共助･公助の役割分担と連携により、避難所の存する

地域内の住民が、主体的に当該避難所の開設及び運営を円滑に行うため、    学校避難所

運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

  

（構成） 

第２条 運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）避難を予定する地域住民（以下「地域住民」という。） 

（２）施設管理者若しくは施設管理者が指定する者（以下「施設管理者」という。） 

（３）区災害対策本部から派遣される避難所担当職員（以下「市担当職員」という。） 

（４）運営委員会で承認した地域活動団体及びボランティア団体等 

（５）災害時において、避難者から互選された避難者の代表及び避難所運営に従事する者（以下

「避難者代表」という。） 

  

（地域住民の責務） 

第３条 地域住民は、町内自治会及び自主防災会を中心に、平常時から避難所生活における役割

分担や避難所施設の利用方法等を定め、災害時においては運営委員会により緊急に避難所を開

設する必要がある場合に避難所を開設し、主体的に公平な避難所運営を行うとともに、避難所

のルールを守り、共助の精神に基づき、安全で安心な避難生活を行う。 

 

（施設管理者の責務） 

第４条 施設管理者は、緊急に避難所を開設する必要がある場合に避難所を開設し、避難所運営

が軌道に乗るまでの間、避難所運営を行うとともに、運営委員会と連携し、使用する施設の維

持管理及び円滑な避難所運営の支援を行う。 

 

（市担当職員の責務） 

第５条 市担当職員は、避難所を開設し、運営委員会及び施設管理者と連携して、避難所運営の

取りまとめを行うとともに、区災害対策本部との連絡調整等を行い、円滑な避難所運営を推進

する。また、必要に応じて避難所内に災害時要配慮者支援窓口の設置や、福祉避難室の開設を

行い、災害時要配慮者に対して一元的な対応と支援を行う。 

 

（運営委員会の活動） 

第６条 運営委員会は、次の事項について会議し、活動を行う。 

（１）平常時の活動 

① 避難所運営委員会の組織・運営委員会の運営に関すること。 
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② 避難所開設・運営マニュアルを作成し、必要に応じて訂正・補遺を行うこと。 

③ 避難所に必要な資機材、備蓄品の維持管理に関すること。 

④ 災害時要配慮者支援を含めた地域の連絡体制の確立に関すること。 

⑤ 避難所開設・運営等の訓練の実施に関すること。 

⑥ その他、運営委員会の目的達成に必要な活動に関すること。 

（２）災害時 

① 避難所開設・運営マニュアルに基づく避難所の開設と運営に関すること。 

② 地域における安否情報・被害状況の集約に関すること。 

③ その他、避難所運営及び避難に関し必要な事項に関すること。 

 

（役員） 

第７条 運営委員会には、次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）委員長    １人 

（２）副委員長   ２人 

（３）幹事      人 

２ 前項に掲げる役員は、第２条に定める者のうちから互選する。 

 

（役員の職務） 

第８条 委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。なお、委員長は、あらかじめ職務を代理する副委員長を指名しておくものと

する。 

３ 幹事は、第１１条で定める活動班の班長として、班を統括する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の役員の任期の期間中において、当該役員が辞任した場合、又は避難所から退所した場

合等には、後任の役員を選出するものとする。なお、後任の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（会議の開催） 

第１０条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 平常時は、会議を年１回以上開催するものとする。 

３ 災害時は、定例会議として毎日開催し、班の意見、要望等を協議し、必要と認める事項を決

定する。 

 

（活動班の設置） 

第１１条 運営委員会に、災害時の活動班として次に掲げる班を設置する。（以下「活動班」とい

う。）ただし、避難者の状況等により、必要に応じ、分割、増減できるものとする。 

（１） 総務班 
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（２） 施設班 

（３） 救護班 

（４） 食糧班 

（５） 物資班 

２ 活動班に班長を置き、第７条第１項第３号に定める幹事が担任する。 

３ 班長を補佐する者として、必要に応じて活動班に副班長を置き、班長が指名する。 

 

（活動班の業務） 

第１２条 前条第１項に規定する活動班の業務は次のとおりとする。 

（１）総務班 

ア 区災害対策本部との連絡・調整に関すること。 

イ 運営委員会の事務局に関すること。 

ウ 避難者の受付及び避難者名簿に関すること。 

エ 地域の安否情報・被害状況の集約に関すること。 

オ 在宅避難者の状況把握に関すること。 

カ 避難者への情報提供に関すること。 

キ ボランティアの受入・管理に関すること。 

ク 生活ルールの作成に関すること。 

ケ 防火・防犯等に関すること。 

コ 取材対応等報道機関への対応に関すること。 

サ 在校生のうち、帰宅困難となる可能性のある生徒名簿の作成に関すること。 

シ 他の班の業務に属さないこと。 

 

（２）施設班 

  ア 避難所使用スペースの決定及び維持管理に関すること。 

イ トイレの確保、汚物処理及びごみ処理に関すること。 

ウ 生活用水の確保、管理及び使用に関すること。 

エ 廃棄物、清掃及び整理整頓に関すること。 

オ 施設の修理及び入浴設備等の生活環境の改善に関すること。 

カ 犬、猫その他愛玩動物の避難スペース及び飼育に関する指導に関すること。 

 

（３）救護班 

  ア 負傷者の応急手当及び看護に関すること。 

  イ 避難者の健康管理に関すること。 

ウ 避難所の衛生管理及び防疫に関すること。 

エ 高齢者、障害者等の要配慮者への支援に関すること。 

  オ 避難所内の子どもの保育活動及び支援に関すること。 

 

 



12 

 

（４）食糧班 

ア 食糧及び飲料水の管理及び必要量の把握に関すること。（在宅避難者含む） 

イ 食糧及び飲料水の配給に関すること。（在宅避難者含む） 

ウ 食糧及び飲料水の受け入れ及び調達に関すること。 

エ 炊き出しに関すること。 

オ 食中毒の防止に関すること。 

 

（５）物資班 

ア 物資の管理及び必要数の把握に関すること。（在宅避難者含む） 

イ 物資の配給に関すること。（在宅避難者含む） 

ウ 物資の受け入れ及び調達に関すること。 

 

（災害時活動の停止） 

第１３条 活動班は、電気、水道及び下水道等のライフラインの復旧等により、避難所内から避

難者が全員退所した場合や、避難者を移動させるなど区災害対策本部から閉鎖等の指示等があ

った場合に、避難所を閉鎖し、活動を停止する。  

 

（経費） 

第１４条 運営委員会の開催及び運営に係る経費は別途定める。 

 

（補則） 

第１５条 この規約に定められていない事項及び疑義が生じたときは、その都度運営委員会で協

議して決定するものとする。 

 

附 則 

この規約は、平成  年月  日から施行する。 

 

 

 

 


